
   

   

 

 

― 白子町農業委員会だより ＮＯ．５４― 

 

 

 

 

〇白子町農業委員会では、毎月の定例総会で、各種申請の許可決定を行っております。 

【令和４年度の定例総会で決定された案件】 

種  別 件 数 面 積（㎡） 

農地法第３条許可 （農地賃貸借・売買等） １７ ４０，７１０ 

農地法第４・５条許可 

（農地転用、権利を設定・移動し転用） 
４ １，９６１ 

利用権の設定 

新 規 １３７ ４９０，１５８ 

再設定 ６８  ２６７，８４７ 

解 約 １５ ６２，０５６ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請締切 開催日  申請締切 開催日 

４月  ３月２４日（金） １４日（金） １０月  ９月２５日（月） １２日（木） 

5月  ４月２５日（火）  ９日（火） １１月 １０月２５日（水）  ９日（木） 

6月  ５月２５日（木）  ９日（金） １２月 １１月２４日（金）  ８日（金） 

7月  ６月２３日（金） １２日（水） R6.１月 １２月２５日（月） １２日（金） 

8月  ７月２５日（火） １０日（木） R6.２月  １月２５日（木）  ９日（金） 

9月  ８月２５日（金）  ８日（金） R6.３月  ２月２２日（木）  ８日（金） 

                          

令和５年５月 

編集・発行／ 

白子町農業委員会 

農地法第３条による許可の条件が緩和されます 

 法律の改正により、令和５年４月から許可を得るための条件が変わります。これまでは、許可を得る 

ためには、一定以上の農地面積が必要でしたが、その面積条件が廃止されます。 

農業委員会では、令和４年１０月に農業委員・農地

利用最適化推進委員が連携し、町内農地の利用状況調

査（農地パトロール）を実施いたしました。 

 農地パトロールは、主に農地利用の確認、遊休農地

の実態把握と発生防止・解消、違反転用発生防止・早

期発見を目的としています。遊休農地は雑草の繁茂や

不法投棄等の要因となりますので、農地の適正管理を

お願いいたします。 

農地利用状況調査（農地パトロール）を実施 



農地に係る相談は、それぞれの地域の農業委員・推進委員、または、農業委員会事務局まで 

お問い合わせください。            白子町農業委員会事務局 ０４７５（３３）２１１５ 

貸し手のメリット 

・借地期間が終了すると、

農地は返還されます。 

・賃料を確実に受け取るこ

とができます。 

借り手のメリット 

・経営規模の拡大や集約化

ができます。 

・賃料の支払先が１ヶ所だ

けで済みます。 

農地中間管理機構 

 

令和５年度 標準賃金及び標準農作業料金 

この表の賃金・作業料金はあくまで目安です。 

耕地の条件が異なりますので、双方で協議のうえ決定してください。 

区  分 標準額（税込み） 備  考 

田 作 業 ８，０００円  一日当たり賃金（実働８時間）男女同額 

賄い費用は含まない 畑 作 業 ８，０００円 

 

ト
ラ
ク
タ
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水田耕起 ５，７００円 
 １０a当たり 

 オペレーター付き料金 
水田代かき ６，２００円 

畑耕起 ５，１００円 

畔ぬり ４，１００円 １００ｍ当たり 

草刈り   １０，２００円 １０a当たり ハンマーモア使用 

田 植 機 

（田植作業） 
８，２００円 

１０a当たり 

オペレーター付き料金 

苗代・肥料代別 

 

コンバイン 

（刈取作業） 

１７，０００円 １０a当たり 
刈取り脱穀のみ 

ほ場条件により割増あり 

４，２００円 １俵当たり 刈取りから調整まで 

乾燥調製 ２，３００円 １俵当たり  

肥料散布 ３，１００円 １０a当たり 
肥料代別 

畑作業基準 

育  苗 ８３０円 １箱当たり  

※赤字は昨年からの変更部分です。    適用期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

                                             

 

 

 

農地中間管理事業とは 

 農地中間管理機構（公益社団法人千葉県園芸協会）が農地を「貸したい方」と「借りたい方」の

仲介をする制度です。 

 農地中間管理機構は、公的機関なので、安心して農地の貸し借りができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

白子町農業委員会だよりNO.5４ 2023-5  

『農の架け橋 地域と共に』 白子町農業委員会   

貸し手 借り手 

貸付 転貸 


